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	①

申
告
書
用
紙

②
印
鑑

③
申
告
者
本
人
の
預
金
金
融
機
関
名

　

と
口
座
番
号

④
所
得
の
内
訳
が
分
か
る
資
料

　

▽
給
与
や
年
金
収
入
の
あ
る
人

　
　

は
、
給
与
所
得
の
源
泉
徴
収
票

　
　

ま
た
は
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴

　
　

収
票

　

▽
個
人
年
金
等
を
受
け
取
っ
て
い

　
　

る
人
は
、
そ
の
支
払
調
書

①
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
、
町
内

21

　

に
住
所
を
有
し
昨
年
１
年
間
に
収

　

入
が
あ
っ
た
人

②
町
内
に
事
務
所
や
事
業
所
、
家
屋

　

敷
が
あ
る
人
で
町
内
に
住
所
が
な

　

い
人

③
給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
の
所
得

　

が　

万
円
以
下
の
人

20

④
昨
年
１
年
間
に
収
入
が
な
か
っ
た

　

人
で
、
次
に
該
当
す
る
人

　

▽
生
活
保
護
法
に
よ
る
生
活
扶
助

　
　

を
受
け
て
い
る
人

　

▽
生
命
保
険
や
損
害
保
険
を
受
け

　
　

取
っ
た
人
は
、
そ
の
支
払
調
書

　

▽
農
業
、
営
業
、
不
動
産
等
の
収

　
　

入
の
あ
る
人
は
、
所
得
計
算
に

　
　

必
要
な
資
料
（
申
告
書
用
紙
と

　
　

併
せ
て
郵
送
さ
れ
る
「
所
得
申

　
　

告
書
作
成
に
つ
い
て
」
を
ご
参

　
　

照
く
だ
さ
い
）

⑤
所
得
控
除
の
内
訳
が
分
か
る
資
料

　

▽
国
民
健
康
保
険
税
等
の
領
収

　
　

書
、
農
業
者
年
金
・
介
護
保
険

　
　

料
な
ど
の
支
払
い
を
証
明
す
る

　
　

も
の
、
社
会
保
険
料
（
国
民
年

　
　

金
保
険
料
）
控
除
証
明
書

　

▽
生
命
保
険
、
個
人
年
金
お
よ
び

　
　

地
震
保
険
、
旧
長
期
損
害
保
険

　
　

な
ど
に
加
入
し
て
い
る
人
は
、

　
　

そ
の
保
険
料
の
控
除
証
明
書

　

▽
学
生
を
扶
養
し
て
い
る
人
は
、

　
　

在
学
証
明
書
ま
た
は
生
徒
手
帳

　

▽
障
害
者
控
除
を
受
け
る
人
は
、

　
　

障
害
者
手
帳
等

　

▽
医
療
費
控
除
を
受
け
る
人
は
、

　
　

治
療
費
等
の
領
収
書
（
医
療
費

　
　

の
合
計
額
を
あ
ら
か
じ
め
計
算

　
　

し
て
き
て
く
だ
さ
い
）
と
補
て

　
　

ん
金
の
額
が
分
か
る
文
書

　

▽
寄
付
金
控
除
を
受
け
る
人
は
、

　
　

そ
の
証
明
書

※
収
支
計
算
に
利
用
で
き
る
帳
簿
ノ

　

ー
ト
は
、
役
場
税
務
課
に
あ
り
ま

　

す
。
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平
成　

年
２
月　

日
（
火
）
か
ら

21

10

３
月　

日
（
月
）
ま
で
で
す
。

16

　

会
場
な
ど
お
間
違
い
の
な
い
よ
う

に
し
て
く
だ
さ
い
。

※
申
告
書
用
紙
は
前
年
申
告
し
た
人

　

に
郵
送
さ
れ
ま
す
。
郵
送
さ
れ
な

　

い
人
で
も
、
左
記
の
申
告
事
由
が

　

あ
る
人
は
申
告
が
必
要
で
す
。
税

　

務
課
に
備
え
て
あ
る
用
紙
で
申
告

　

し
て
く
だ
さ
い
。

　

▽
国
民
健
康
保
険
、
長
寿
医
療
制

　
　

度
に
加
入
し
て
い
る
人
（
申
告

　
　

が
な
い
と
軽
減
を
受
け
ら
れ
な

　
　

い
場
合
が
あ
り
ま
す
）

　

▽
所
得
証
明
の
必
要
な
人

　

▽
県
単
独
医
療
費
助
成
事
業
（
乳

　
　

幼
児
、
妊
産
婦
、
重
度
心
身
障

　
　

害
者
、
母
子
家
庭
）
を
受
け
よ

　
　

う
と
す
る
人
（
申
告
が
な
い
と

　
　

助
成
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が

　
　

あ
り
ま
す
）

※
申
告
は
国
民
健
康
保
険
税
、
長
寿

　

医
療
制
度
保
険
料
、
介
護
保
険
料

　

の
算
定
資
料
と
な
り
ま
す
。
な
お

　

確
定
申
告
書
を
提
出
し
た
人
は
、

　

町
県
民
税
の
申
告
は
必
要
あ
り
ま

　

せ
ん
。
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�������	税務課��46-5563

　　　申告を行う際は原則として、収入、支
　　　出を科目ごとに整理した書類（帳簿な
ど）と、これらを証明する書類（領収書など）
を持参しなければなりません。書類（帳簿な
ど）を整理記帳していない場合や、書類に不
備がある場合には申告を受け付けることがで

きません。事前の準備をお忘れなく！
　　　申告は原則として、申告者本人が行わ
　　　なければなりません。やむを得ない事
情により代理の方（ご家族）が申告される場
合は、申告について説明できるよう、事前に
内容を確認した上で申告してください。
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や
延
滞
税
も
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

く
な
り
ま
す
。
自
分
の
所
得
の
状
況

を
最
も
よ
く
知
っ
て
い
る
の
は
、
納

税
者
の
皆
さ
ん
ご
自
身
で
す
。
期
限

内
に
正
し
い
申
告
と
納
税
を
し
ま

し
ょ
う
。
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サ
ラ
リ
ー
マ
ン
で
も
、
次
の
よ
う

な
人
は
確
定
申
告
を
し
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

　

平
成　

年
分
の
所
得
税
の
確
定
申

20

告
は
、
３
月　

日
（
月
）
ま
で
で
す
。

16

　

期
限
間
近
に
な
る
と
税
務
署
は
大

変
混
雑
し
、
長
時
間
待
つ
よ
う
な
こ

と
に
な
り
か
ね
ま
せ
ん
。
申
告
書
は

自
分
で
書
い
て
、
で
き
る
だ
け
早
め

に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
ま
た
、
出

来
上
が
っ
た
申
告
書
は
郵
送
で
も
提

出
で
き
ま
す
。

　

期
限
ま
で
に
申
告
を
し
な
か
っ
た

り
、誤
っ
た
申
告
を
し
た
り
す
る
と
、

本
来
の
税
金
だ
け
で
な
く
、
加
算
税

①
給
与
の
年
収
が
２
０
０
０
万
円
を

　

超
え
る
人

②
給
与
所
得
や
退
職
所
得
以
外
の
所

　

得
金
額
が　

万
円
を
超
え
る
人

20

　
（　

万
円
以
下
の
人
は
町
県
民
税

20

　

の
申
告
に
な
り
ま
す
）

③
給
与
を
２
カ
所
以
上
か
ら
も
ら
っ

　

て
い
る
人
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確
定
申
告
を
す
る
義
務
の
な
い
人

で
も
、
次
の
よ
う
な
場
合
は
、
確
定

申
告
を
す
る
と
源
泉
徴
収
さ
れ
た
所

得
税
が
還
付
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま

す
。

①
マ
イ
ホ
ー
ム
を
住
宅
ロ
ー
ン
な
ど

　

で
取
得
し
た
場
合

②
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
場
合

③
災
害
や
盗
難
に
あ
っ
た
場
合

④
年
の
途
中
で
退
職
し
、
再
就
職
し

　

て
い
な
い
場
合

⑤
退
職
金
に
対
し
て
所
得
税
が
源
泉

　

徴
収
さ
れ
て
い
る
場
合

　

土
地
や
建
物
を
売
っ
た
と
き
の
譲

渡
所
得
に
対
す
る
税
金
は
、
分
離
課

税
と
い
っ
て
他
の
所
得
と
区
分
し
て

計
算
し
ま
す
。
ま
た
、
国
な
ど
の
公

共
事
業
に
対
し
て
売
っ
た
と
き
に

は
、
譲
渡
所
得
税
が
か
か
ら
な
い
場

合
で
も
申
告
が
必
要
で
す
。
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�����２月２日（月）～３月16日（月）
　　　　　（土・日曜、祝日を除く）
�����９：00～16：00
�����岩手日報ビル３階大ホール

�������	
�

�������	
���
�����������http://www.e-Tax.nta.go.jp/
�������	
������	�������������

　　　　　　　　　　　　　　　　　　�23-4205（音声案内で０番を押してください）
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　　「申告書等作成コーナー」から直接電子申告！

　　電子証明書を添付することで受けられます！
　　（平成19年分か20年分のいずれか１回限り）

　　各種添付書類の記載内容を入力して送信！

　　還付金が３週間程度で受け取れます！
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　　２月16日（月）～３月16日（月）

　　２月２日（月）～３月16日（月）

　　３月31日（火）までです。
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